
第 1期愛知県特別支援教育推進計画(H26～H30)の推進方策の目標及び進捗状況 

H30.5.1 現在 
Ⅰ 幼稚園・保育所、小中学校、高等学校等 

１ 幼稚園・保育所、小中学校、高等学校等における特別な支援を必要とする幼児児童生徒に
ついての個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成率 

  (1)重点的に取り組む５年間の目標・・・100％（30年度） 
  (2)平成 29年度の作成率（％）＜愛知県調査：名古屋市を除く＞ 

幼稚園 
小学校 中学校 

高等学校
特別支援学級 通常の学級 特別支援学級 通常の学級

教育支援計画 ７８．１ ９９．５ ５６．０ ９９．７ ５３．８ ４９．２

指導計画 ９３．０ ９９．９ ６４．０ ９９．１ ５６．６ ７９．１
※分母を作成する必要のある児童生徒数とし、「作成している」児童生徒数を分子として割合を算出 

→ 通常の学級に在籍している特別な支援の必要な児童生徒（通級による指導を受けている児
童生徒を除く）についても、個別の教育支援計画等の作成や引継ぎを推進しています。

２ 中学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒に関する支援情報の高等学校等への引継ぎ率
 (1)重点的に取り組む５年間の目標・・・前年度に比べて増加する。 
  (2)平成 28・29年３月の引継ぎ率（％）＜愛知県調査：名古屋市を除く＞ 

公立高校
私立高
校 

教育訓練
機関等 

特別支援
学校 

就職 その他 合計 

平成 28年３月 ２０．７ ９３．１ １６．７ １１．９ ４１．４
平成 29年３月 ２６．６ ９０．１ １８．２ ００．９ ４２．０

  → 高等学校における通級による指導の制度化に向け、より一層、個別の教育支援計画等の引
継ぎが重要となります。県としては、市町村教育委員会及び中学校に、保護者の理解を得た
上で、中学校から送付する関係書類とともに、個別の教育支援計画や個別の指導計画を高等
学校等進路先に送付するよう働きかけています。 

３ 特別支援教育に関する研修会への参加率 
  (1)重点的に取り組む５年間の目標・・・100％（30年度） 
 (2)平成 29年度の参加率（％）＜文部科学省調査：名古屋市を除く＞ 

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 

８７．５ ８６．２ ８１．９ ８０．９ 

  → 市町村教育委員会とも連携して、特別支援教育に関する研修の機会の拡大を図ったり、
特別支援学校主催の研修会の周知を図ったりして、すべての教員が適切な支援・指導を行
うための研修を受講するように取り組んでいます。

４ 特別支援学校教諭免許状の保有率 
(1)重点的に取り組む５年間の目標・・・全国平均を上回る 
(2)平成 29年度の保有率  特別支援学級担当教員  22.8％ ［２８年度全国平均30.9％］ 

→ 特別支援学校教諭免許状を取得していない特別支援学級担当教員等に対して、認定講習
や大学の公開講座、放送大学等の機会について周知し、それらを活用するなど、専門的な
立場として必要な免許状取得を促進しています。
→ 愛知県公立学校教員採用選考試験において、特別支援学校教諭免許状の取得者に対して
は、「特別支援教育に関する特別選考」を実施しています。

５ 小中学校及び高等学校と特別支援学校との教員の人事交流 
 (1)重点的に取り組む５年間の目標・・・毎年継続する
(2)平成 30年度の交流状況 
 ・小中学校と特別支援学校 32人（小→特 19人、中→特 9人、特→小 1人、特→中 3人） 
  ・高等学校と特別支援学校  3人（高→特 2人、特→高 1人） 

→ 地域の特別支援教育の推進者として活躍できるように、人事交流を促進しています。ま
た、人事交流実施期間中に、認定講習を効率よく受講できるようにするなどの方策を検討
しています。

Ⅱ 特別支援学校  

１ 重複障害学級の増設（平成 27年度から）

(1) 聾学校高等部に、重複障害学級を新設 

(2) 盲学校、聾学校及び肢体不自由特別支援学校において、中学部３年時に重複障害学級に

在籍した生徒全員が、高等部でも重複障害学級に在籍できるよう学級数を増加

２ 専門性の向上 

(1) 特別支援学校機能強化モデル事業（平成 26・27 年度の２か年：盲学校２校） 

(2) 特別支援学校教諭免許状取得率の向上 

ア 公立学校教員採用選考試験において、特別支援学校教諭免許状の取得者を対象とした 

「特別支援教育に関する特別選考」を実施（平成 27年度採用から） 

   イ 公立学校教員採用選考試験において、特別支援学校教諭の受験資格の一部を変更 

     必要な単位を採用後３年を目処に取得し、速やかに当該免許状取得の申請をすること

とする。（平成 30年度採用から） 

ウ 特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の保有率 

本県公立特別支援学校 64.9％ ［全国公立平均77.6％］（平成 29 年度）

３ 知的障害特別支援学校の過大化による教室不足の解消 

(1) 県立特別支援学校の新設

ア いなざわ特別支援学校の開校（平成26年４月） 

イ 大府もちのき特別支援学校の開校（平成 30年４月） 

ウ 瀬戸つばき特別支援学校の整備（平成31年度開校予定） 

(2) 市立特別支援学校への支援 

ア 豊橋市立くすのき特別支援学校（平成27年４月開校） 

イ 名古屋市立南養護学校分校（平成 27年４月開校） 

４ 長時間通学の解消 

(1) 豊橋特別支援学校山嶺教室の開設（平成 26 年４月）平成 29年３月に初の卒業生を輩出 

在籍生徒５名（３年生１名、２年生２名、１年生２名 平成 29年度） 

(2) スクールバスの増車 

 知的障害特別支援学校（平成 26年度から）＊計14台を増車 

 肢体不自由特別支援学校（平成 26年度から）＊計８台を増車 

 (3) スクールバスの更新 

 肢体不自由特別支援学校（平成 30年度） ＊１台を更新

５ 教育諸条件の整備 

(1) 空調設備の設置（平成 29年度から平成 32年度に） 

  全ての特別支援学校の普通教室と特別教室に設置 

(2) トイレの整備（平成29年度から平成 33年度に） 

  肢体不自由特別支援学校において、全てのトイレの洋式化、床の乾式化及び未設置の学

校への多目的トイレの設置 

(3) 安全対策機器（防犯カメラ）の設置（平成 29年度） 

(4) 緊急通報装置（パトライト）の設置（平成 29年度から平成 30年度に） 

Ⅲ 就労支援  

１ 一般就労に向けた関係機関との連携 

(1) キャリア教育・就労支援推進委員会の設置（平成 26年度から） 

(2) 就労アドバイザーの配置（拠点校２校に各１名 平成 27年度から） 

２ 知的障害特別支援学校の就労支援の充実強化 

(1) いなざわ・豊川において「職業コース」設置に向けた研究(平成 26～27 年度) 

   一宮東・半田が設置（平成 29年度）、安城・佐織が設置（平成30年度） 

今後、順次知的障害特別支援学校への設置を拡大 

(2) 職業教育充実強化事業（平成 27年度） ＊高等・校舎における職業教育の充実強化
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